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瑞穂町手数料条例 新旧対照表 

新 旧 

第1条から第9条 略 第1条から第9条 略 

  

別表第1(第2条関係) 別表第1(第2条関係) 

手数料を徴収する事項 1件あたりの

手数料金額 

略 略 

固定資産に関する証明 

 

 

 

 

 

 

200円 

略 略 
 

手数料を徴収する事項 1件あたりの

手数料金額 

略 略 

土地所有者証明(車庫証明) 200円 

家屋所在証明 200円 

土地、家屋評価証明 200円 

租税公課に関する証明 

土地建物に対する租税公課に

ついては、土地5筆、家屋5棟

までを1件とする。 

200円 

略 略 
 

別表第2(第5条関係) 別表第2(第5条関係) 

略 

固定資産に関する証明 

 

 

 

略 

 

   附 則 

 この条例は、令和7年9月8日から施行する。 

 

 

 

 

略 

土地所有者証明(車庫証明) 

家屋所在証明 

土地、家屋評価証明 

租税公課に関する証明 

略 
 

 


